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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、適切な企業統治の推進・徹底を図ることにより、企業としての社会的責任を果たし、関係する皆様から信頼していただけるよう努めてい
くことを基本方針とし、綜研化学グループ倫理綱領において「法令を遵守し、社会的規範や良識に基づいて行動する」ことを定め、周知・徹底を図
るとともに、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、実効性の高いガバナンス体制の整備・充実に取り組んでおりま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④ 議決権の電子行使及び招集通知の英訳】

　当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後の海外投資家等の比率やその推移を踏ま
え、導入を検討してまいります。

【補充原則２－４① 中核人材の多様性確保】

　当社は、持続的な成長を果たすために、従業員の人権を尊重し、国籍・性別・年齢・信仰等にこだわらず多様な人材を採用・育成・登用すること
が重要であると認識しており、ダイバーシティの推進やワークライフバランスの実現に向けた取組みを進めております。

　また、グローバル人材や高度専門人材などの経営戦略の実現に不可欠な人材を確保・育成するために、教育・育成制度やジョブローテーション
などの社内環境の整備に努めております。

　なお、国籍・性別・年齢・社歴等を問わず、知識・経験・能力を重視して管理職への登用を行っているため、中核人材の多様性確保に関する目標
等は掲げておりませんが、当社単体の2026年3月末現在の管理職に占める女性労働者の割合は7.6％であります。

　多様性の確保に向けた人材育成や環境整備に関する具体的な取り組みについては、当社ウェブサイトの「綜研化学レポート」に掲載しておりま
す。

【補充原則３－１② 英語での情報開示・提供】

　当社は、当社ウェブサイトの英語版を設けておりますが、株主総会関連資料や決算関連資料等については、英語での情報開示を行っておりま
せん。今後の海外投資家等の比率やその推移を踏まえ、英語で開示を行う開示書類の範囲や実施時期などについて検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

（1）政策保有に関する方針

　当社は、取引先との取引関係の維持・強化、新たな事業機会の創出のための関係構築など、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場
合に限り、政策的に株式を保有することがあります。

（2）個別保有株式の検証内容

　取締役会において、事業戦略上の必要性や有効性、取引実績、株式保有に伴うリターンとリスクなどの観点から保有意義の有無を定期的に検
証し、保有意義が希薄化した株式については縮減を進めます。

（3）議決権の行使基準

　当社及び保有先の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかなどの観点から各議案について検討のうえ、総合的な判断に基づき議決
権を行使します。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

　当社が関連当事者との取引を行う場合には、取締役会規則及び関連当事者取引管理規程に基づき、その取引の必要性や取引条件の妥当性
などについて調査・検討のうえ、取締役会の事前承認を得ることとしております。また、毎期末に取引状況等について調査し、取締役会に報告する
こととしております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産運用管理機関に
企業年金の運用を委託し、年金資産の運用状況やスチュワードシップ活動状況などについて定期的なモニタリングを行うとともに、企業年金の適
切な管理体制を確保するため、社内担当部門への必要な知識・経験を有する人材の配置・育成に努めております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（ⅰ）経営理念や経営戦略、中期経営計画等については、当社のウェブサイトや決算説明会資料等にて開示しております。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書に

　　て開示しております。

（ⅲ）取締役及び監査役の報酬決定に関する基本方針及び手続については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、有価証券報告書及び事

　　業報告書にて開示しております。なお、執行役員の報酬については、社内規程に従って決定しております。



（ⅳ）当社は、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、

　　取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。

　　　取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の

　　全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。

　　　監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を

　　有しているかなどを考慮して選任しております。

　　　執行役員の選解任については、経営環境や経営戦略を踏まえて、業務知識や経験のバランスなどを総合的に勘案し、取締役会で決定して

　　おります。

（ ｖ ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名理由については、株主総会招集通知等で開示して

　　おります。

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取組み】

　当社グループは、地球環境問題や社会課題に向き合い、すべてのステークホルダーと信頼・協働関係を築き、社会に役立つ革新的な技術・製品
やサービスを提供し続けることで、社会的価値と経済的価値を高めていくとともに、持続可能な社会の実現に貢献することを基本方針としておりま
す。具体的には、環境・社会に貢献する製品の創出、カーボンニュートラル達成に向けた活動、サステナブルなサプライチェーンの構築、安全・快
適・健康で活き活きと働ける職場づくり、次世代グループ人材の育成・確保、リスク管理強化の６つに区分されるマテリアリティを定めて取り組んで
おります。詳細は、当社ホームページの「サステナビリティ」、「SOKENトピックス」などをご参照ください。

　また、人的資本への投資については、環境・社会課題の解決を志向した新たな事業領域を創出し、環境変化に強い事業構造への転換を果たす
ためには、人材こそが持続的成長の原動力であるとの認識に立ち、重要な経営戦略の一つとして、次世代を担うグローバル人材の確保・育成、多
様な人材の活躍・成長を促す人事制度の構築に取り組んでおります。知的財産への投資については、グローバル市場での競争力を高め、高収益
を上げ続けるために研究開発活動は不可欠であり、中長期的な市場・顧客ニーズを見据えた新技術・製品の開発や知的財産の取得、新規事業
の創出などに経営資源を積極投入しております。

【補充原則４－１① 経営陣に対する委任範囲】

　当社は、取締役会において法令及び定款に定められた事項、その他経営に関する重要事項について決定しており、その付議基準を取締役会規
則に定めております。取締役会が決定すべき以外の事項については、代表取締役 社長執行役員及び執行役員に委任し、その付議基準を稟議規

程等に定めております。取締役会は、代表取締役 社長執行役員及び執行役員に委任した事項については、取締役会における業務執行報告等を

通じて監督しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外役員に期待される役割・機能を踏まえた社外役員の選任及び独立性に関する基準を定め、独立社外取締役の候補者を選定してお
ります。なお、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報
告書において開示しております。

【補充原則４－１０① 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の権限と役割】

　取締役および監査役候補者の指名については、指名手続きの透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の
過半数を占める指名諮問委員会において指名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決定し
ております。

　役員の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申に基づき、

取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において決定しております。

【補充原則４－11① 取締役の有するスキル等の組合せ、選任に関する方針・手続きの開示】

　当社の取締役会は、事業内容や事業規模、経営環境の変化などを踏まえた迅速かつ的確な意思決定と実効性の高い監督機能を確保するた
め、国籍や性別、年齢等に捉われることなく、当社グループの事業活動や業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験や高度な専門性を有する
社外取締役で構成するものとし、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模の両立に配慮して取締役候補者を指名し
ております。

　取締役・監査役候補者の指名に当たっては、指名手続きの透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半
数を占める指名諮問委員会において指名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決定してお
ります。

　なお、取締役の有するスキル等の組合せについては、株主総会招集通知等で開示しております。

【補充原則４－11② 取締役・監査役の他社兼務状況】

　取締役及び監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。

【補充原則４－11③ 取締役会実効性評価の結果】

　当社は、取締役会全体の実効性について客観的な視点から分析・評価するために、全ての取締役及び監査役に対し第三者専門機関によるアン
ケート調査を毎年実施し、その結果に基づき取締役会で抽出した課題とそれに対する改善施策に取り組み、次年度の実効性評価等において改善
状況を確認しております。

　なお、2024年度の評価では、事業ポートフォリオ改革や資本コスト・株価を意識した経営、後継者計画の策定・運用、人的資本への投資など、中
長期的な経営戦略・課題に関する議論をより一層充実させるために、議題の選定基準や審議内容の見直しなどの必要性を確認・共有したことを
踏まえ、社内取締役会議において、経営戦略や経営課題の進捗等を確認・共有したうえで取締役会の議題を選定し、審議すべき事項の論点を明
確化することにより、取締役会の議論の活性化を図っております。

　2025年度の評価では、中期経営計画に対するモニタリング機能の強化や資本効率の向上に資する資本政策など中長期的な企業価値向上に向
けた議論の深化の必要性を確認・共有しております。

【補充原則４－14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】

　当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を果たすために必要な知識習得の機会を継続的に提供し、その費用を支援することとしておりま
す。なお、社外取締役及び社外監査役が就任する際には、事業概要や経営戦略等の説明、執行役員との面談、各事業所・海外子会社の視察を
行うことなどにより、当社グループへの理解を深める機会を提供しております。

【原則５－１ 株主との対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話を促進するために、株主との対話全般を統括するIR担当取締役のもと、IR専任部門を中心に社内関係部門と連
携して対応する体制を整備しており、株主との個別面談の他、決算説明会や当社ウェブサイトなどを通じて事業概況や業績等について説明するよ
う努めております。なお、対話を通じて得られた意見・懸念等については、IR担当取締役が取り纏め、定期的に取締役会に報告することとしており



ます。また、株主との対話にあたっては、インサイダー取引防止を目的とする「株式内部者取引管理規程」に従い、情報管理の徹底を図っておりま
す。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年5月29日

該当項目に関する説明

　当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた方針や取り組みについて、2026年5月開催の決算説明会において説明し、ホームペー
ジに資料を掲載しております。

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03388/341d2f5b/ca6c/49c2/94ec/d2f6620cc210/140120260512524040.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES（常任代理人

立花証券株式会社）
2,477,900 14.93

東京中小企業投資育成株式会社 666,000 4.01

綜研化学従業員持株会 463,996 2.80

光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 406,600 2.45

BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC（常任代理人　株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行）
391,700 2.36

YUANTA SECURITIES CO.,LTD-RETAIL ACCOUNT（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支

店）
367,600 2.22

PHILLIP SECURITIES（HONG KONG）LIMITED（常任代理人 フィリップ証券株式会社） 350,000 2.11

中島　幹 325,000 1.96

木村　陽子 306,000 1.84

吉田　喜一 282,000 1.70

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 化学



直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

現時点では当項目に該当する事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

泉　弘毅 他の会社の出身者

浅野　恵子 他の会社の出身者

中瀬　道行 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

泉　弘毅 ○ ―――

　上場企業における長年の勤務を通じて培った
安全・品質管理分野での豊富な知見および企
業経営の経験を当社の経営に反映していただ
くため、社外取締役に選任しております。

　また、一般株主と利益相反の生じるおそれが
ないと判断したため、独立役員として指定して
おります。



浅野　恵子 ○ ―――

　事業会社における長年の勤務を通じて培った
財務・人事分野での豊富な知見とグローバル
な企業経営の経験を当社の経営に反映してい
ただくため、社外取締役に選任しております。

　また、一般株主と利益相反の生じるおそれが
ないと判断したため、独立役員として指定して
おります。

中瀬　道行 ○ ―――

　上場企業における長年の勤務を通じて培った
化学分野での高度な技術的知見とグローバル
な企業経営の経験を当社の経営に反映してい
ただくため、社外取締役に選任しております。

　また、一般株主と利益相反の生じるおそれが
ないと判断したため、独立役員として指定して
おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 5 0 1 3 0 1
社外取
締役

補足説明

　指名諮問委員会、報酬諮問委員会の詳細については、本報告書のⅠ．【コーポレートガバナンス・ コードの各原則に基づく開示】（補充原則４－

１０①）に記載しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は内部監査室に監査計画の説明とそれらの実施結果の報告を求め、情報・意見交換を行って緊密な連携を図っております。更に、監査
役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況及び監査上の主要な検討事項等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、協議を行っております。

　なお、監査役は2026年3月期において内部監査室と12回、会計監査人と7回会合を開催しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

安田　恵 公認会計士

松本　真輔 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

安田　恵 ○ ―――

　公認会計士としての専門的な知識・経験を当
社の監査に活かしていただくため、社外監査役
に選任しております。

　また、一般株主と利益相反の生じるおそれが
ないと判断したため、独立役員として指定して
おります。

松本　真輔 ○ ―――

　弁護士としての専門的見地を当社の監査に
活かしていただくため、社外監査役に選任して
おります。

　また、一般株主と利益相反の生じるおそれが
ないと判断したため、独立役員として指定して
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社は社外役員の独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の項目のいずれかに該当する場合は独立性を有しないものと

判断しております。

(1) 現在または過去10年間において当社及び当社の子会社（以下、当社グループという）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、

　その他の使用人）であった者

　　なお、社外監査役については、当社グループの非業務執行取締役であった者も含む

(2) 当社の主要株主（直近事業年度末における議決権保有割合が総議決権数の10％以上を有する者。当該主要株主が法人である場合は、

　その親会社及び子会社を含む業務執行者）、または当社グループが主要株主である会社等の業務執行者

(3) 当社グループの主要な取引先（直近事業年度における年間連結売上高の2％を超える支払いを当社グループに行っていた取引先）

　またはその業務執行者

(4) 当社グループを主要な取引先とする者（直近事業年度における年間連結売上高の2％を超える支払いを当社グループから受けて

　いた者）またはその業務執行者

(5) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（直近事業年度末における借入金残高が連結総資産の2％を超える借入先）

　またはその業務執行者

(6) 当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計・税務専門家または

　法律専門家（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）

(7) 当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者



(8) 当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（法人、団体等の場合はその業務執行者）

(9) 上記(2)から(8)のいずれかに現在または過去3年間において該当していた者

(10) 上記(1)から(9)のいずれかに該当する者（ただし、業務執行取締役、執行役員等の重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の

　親族

(11) その他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない事由を有する者

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　当社は、社外取締役を除く取締役に対し、該当年度の業績に連動する賞与を支給しております。

　また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を
除く取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役に対して支払った報酬等178百万円（2026年3月期）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（１）取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項

　取締役の報酬の基本方針は、当社の取締役としての役割・責務を全うできる優秀な人材を確保・維持できる水準としつつ、短期業績目標の達成
及び中長期的な企業価値の向上を動機づけるインセンティブ連動を重視した報酬とすることを基本方針としております。具体的には、取締役（社外
取締役を除く）は月例の基本報酬、当該年度の業績に連動する賞与及び株式報酬（譲渡制限付株式付与のための報酬）で構成し、社外取締役は
固定報酬のみで構成しております。

　基本報酬は、月例の固定報酬とし、経済・社会情勢、従業員給与とのバランス、同業他社の報酬水準などを考慮し、各取締役の責務に応じて決
定しております。

　業績連動報酬としての賞与については、該当年度の事業活動による成果にくわえ、財務活動も含めた総合的な経営成績である連結経常利益を
評価指標とし、当該利益に一定の割合を乗じて算出した金額に、目標達成度等を考慮し、役位および業績貢献度に応じて配分額を決定しておりま
す。

　非金銭報酬等としての株式報酬は、譲渡制限付株式とし、その支給金額は、その目的を踏まえた相当と考えられる金額を各取締役の職責に応
じて決定しております。具体的な支給方法は、支給決定後一定の期間内に、当該報酬の割当対象となる取締役に対して譲渡制限付株式付与の
ための金銭債権を支給し、当該取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受け
るものとしております。なお、当該普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しておりま
す。

　種類別の報酬割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定し
ております。



　個人別の報酬等の内容については、株主総会で決議された各報酬限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申に基
づき、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において決定しております。

（２）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の報酬限度額は、2006年６月27日開催の第58回定時株主総会において年額216百万円以内と決議いただいております。また、この報酬
枠とは別に、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）を対象とする株式報酬（譲渡制限付株式付与のた
めの報酬）の額を年額40百万円以内、これにより付与される株式数の上限を年20,000株と決議いただいております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役のサポート体制としては、取締役会事務局が必要な連絡を行うとともに、取締役会での審議事項、その他重要会議での報告・検討事
項等に関する情報提供を行っております。

　社外監査役のサポート体制としては、専任の監査役補助者を配置し、監査役会の補佐、社外監査役への連絡を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）コーポレート・ガバナンス体制の概要

　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会による取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。

　取締役会は、社外取締役3名を含む7名で構成され、代表取締役 社長執行役員を議長とし、毎月開催する定例の取締役会において、法令で定

められた事項及び経営上の重要な事項の意思決定並びに業務執行状況の報告を行っております。また、迅速な意思決定と機動的な業務執行を
実現するため、必要に応じ臨時取締役会を開催するほか、書面決議方式を可能としております。

　業務執行につきましては、執行役員制度を導入し、取締役による経営の意思決定及び監督機能と執行役員による業務執行機能を分離すること
で、経営の透明性・公正性を高めるとともに、業務執行の迅速性・効率性を確保しております。また、代表取締役 社長執行役員を議長とし、取締

役及び執行役員を構成員とする経営会議を定期的に開催し、経営に関する重要事項を審議することにより、意思決定の迅速化を図っております。

　また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占め、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びコ
ンプライアンス委員会を設置しており、取締役の指名・報酬等について、独立社外取締役に客観的な助言と関与を求める体制を整備しておりま
す。

　監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役会等の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、業務監査などを通じ
て取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行うなど必要な連携をとり、監査の実効性を高め
ております。なお、監査役会の議長は、常勤監査役が務めております。

（２）内部監査及び監査役監査の状況

　内部監査室（専任7名）は、内部統制の妥当性を監視することを目的として、法令・規程類の遵守状況、リスク管理状況、会社財産の保全状況、
業務活動の効率性を確認するために、日常の業務遂行に関し、全部門及び関係会社を対象に各種社内規程の遵守状況に関する監査並びに業
務監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役 社長執行役員に報告するとともに、被監査部門に対し、必要な改善事項の提言・指摘を行い、

その後の進捗状況をフォローしております。

　また、内部監査の実効性を確保し、取締役会及び監査役会の機能発揮を図るため、内部監査室から取締役会並びに監査役及び監査役会に対
して監査の状況を直接報告する体制を構築しております。

　監査役監査は、監査役会で協議の上策定する監査役監査計画書の監査方針、役割分担などに基づき、取締役の業務執行を監査しております。
直近の１年間は以下の項目を主要監査項目として実施いたしました。

　１ 取締役の職務執行に関する監査

　２ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容及びその運用状況の監査

　３ 事業報告及びその附属明細書の監査

　４ 単体・連結の計算書類及びその附属明細書の監査

　５ リスクマネジメントに関する監査

　６ コンプライアンスに関する監査

　７ 業務執行の適切性に関する監査

　８ グループ会社監査

　９ 経費（業務委託費・調査費・交際費）使用に関する監査

　なお、常勤監査役は、主要監査項目全般の監査を担い、社内情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用状況を日常的に監視、検証す
るとともに、監査役会で情報共有・意見交換等を行い、独立社外監査役は、コーポレート・ガバナンスに視点を置き、それぞれの専門的見地から監
査を行っております。

　また、監査役は内部監査室に監査計画の説明とそれらの実施結果の報告を求め、情報・意見交換を行って緊密な連携を図っております。更に、
監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況及び監査上の主要な検討事項等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、協議を行っております。

（３）会計監査の状況

　2026年3月期の会計監査につきましては、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結し会計監査を受けております。

　なお、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

　当該年度の会計監査業務を執行した公認会計士等の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

　　　　業務を執行した公認会計士

　　　　　　　指定有限責任社員　業務執行社員：天野 祐一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四條 栄一郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　会計監査業務に係る補助者の構成

　　　　　　　公認会計士：3名、会計士試験合格者等：5名、その他：9名

（４）責任限定契約の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、
当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

（５）役員等賠償責任保険契約の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損
害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。

　当該保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者の保険料負担はありません。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載のガバナンス体制を採
用することにより、経営の意思決定及び職務執行の適正性・効率性、経営の監視機能の客観性・中立性が確保できていると判断しております。

　なお、当社の社外取締役は、企業経営における豊富な経験と高い見識や高度な専門知識に基づき、独立した客観的立場から経営に対して意
見・助言を行い、取締役会の機能を強化する役割を担っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 開催集中日を回避して株主総会を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。

その他
株主総会招集通知の発送前にTDnet及び当社ホームページ上で公表し、株主総会にお
ける議決権行使の検討期間確保を図っています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーについては、当社ホームページに掲載しておりま
す。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（決算及び第２四半期決算）の決算説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示資料、決算説明会資料、事業報告書、有価証券報告書

等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR専任部門としてIR・広報室を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
CSR及び環境保全活動の内容については、社会・環境報告書（綜研化学レポート）を毎年
作成し、株主及び希望者へ配付しております。また、当社ホームページ上で公開しておりま
す。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項



１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制の整備を進めるとともに、その
進展や状況に応じて、必要な改定を行っております。なお、提出日現在における当該基本方針の内容は、次のとおりです。

１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）取締役及び従業員が法令、定款及び諸規程を遵守し、社会規範や良識に基づき倫理的で誠実な企業活動に徹するために

　　　綜研化学グループ倫理綱領を定め、コンプライアンスハンドブックなどにより、その浸透・定着を図る。

　（２）取締役は、職務執行にあたり、効率的かつ健全で、透明性の高い経営の実現を目指し、取締役及び従業員の職務執行が適正に

　　　行われるための体制を構築する。

　　①　規程の整備

　　　　法令、定款及び企業理念を踏まえて、取締役及び従業員が職務を執行するうえで必要となる社内ルール、手続き等を

　　　規程として整備する。

　　②　コンプライアンス体制

　　　　代表取締役 社長執行役員をコンプライアンス最高責任者とし、当社及び子会社のコンプライアンス推進体制を構築する。

　　　　また、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス活動を監視するとともに、

　　　　コンプライアンスに関する重要事項を審議し、取締役会に答申する。

　　③　活動状況の確認と是正のための体制

　　　　業務の適正を確保するため内部監査室を設置し、監査結果について適宜代表取締役 社長執行役員及び取締役会に報告する。

　　④　内部通報制度

　　　　当社及び子会社を対象とする「内部通報・相談窓口」を設置し、コンプライアンス違反行為等の早期発見と未然防止を図る。

２．取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役の職務執行に関する情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループの企業価値を損ねる可能性がある重要なリスクに対して、代表取締役 社長執行役員をリスク管理統括責任者とする適切な管理体

制を整備するとともに、リスク管理規程に基づき、経営環境の変化に応じたリスク管理活動を推進する。

　なお、重大な危機が生じた場合には、代表取締役 社長執行役員を本部長とする対策本部を設置し、損失を最小限にとどめるよう努める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

　（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて

　　　適宜臨時に開催する。

　（２）執行役員制度の下、取締役による経営の意思決定及び執行監督と、執行役員による業務執行機能が迅速かつ効率的に行われる体制を

　　　確保する。

　（３）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織管理規程及び職務権限規程において社内組織、業務分掌及び職位ごとの責任と

　　　権限を定め、これに基づき実行する。

５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　（１）業務の適正を確保するため、綜研化学グループ倫理綱領を基礎として、当社及び子会社において諸規程を整備・運用し、

　　　コンプライアンス体制の構築・強化を図る。

　（２）経営管理については、関係会社管理規程により、子会社が当社の承認を要する事項及び報告すべき事項を明確にするとともに、

　　　子会社ごとに運営管理を担当する主管部門を定めて、当社グループの経営方針及び事業戦略の周知・徹底、子会社の管理・監督・

　　　支援を行う。

　（３）内部監査室は、当社及び子会社における法令遵守やリスク管理の状況、その他業務処理の適正性について、定期的に監査を行い、

　　　代表取締役 社長執行役員及び取締役会に報告する。

６．財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役 社長執行役員の指示の下、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕

組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う体制を構築し、運用する。

７．監査役の適正監査を確保するための体制

　（１）監査役会において定めた監査の方針に基づき、監査役が取締役会のほか、必要な重要会議に出席すること、取締役及び従業員から

　　　職務執行状況の聴取並びに各部門や子会社の調査等を実施することを保証する。

　（２）当社及び子会社の取締役及び従業員は、監査役が要求した事項、業績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項、法令違反など

　　　不正行為に関する事項などについて、監査役に遅滞なく報告するものとする。なお、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を

　　 理由として不利益な取扱いを行わないものとする。

　（３）監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人及び内部監査室との定期的な意見交換の場を設ける。

　（４）監査役が職務執行について生ずる費用を請求した場合は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、拒むことが

　　　できないものとする。

８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に

　関する事項

　（１）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の従業員から監査役補助者を任命する。

　（２）監査役補助者の異動、人事考課及び給与の改定にあたっては、監査役会の同意を得るものとする。また、監査役補助者は、監査役の

　　　指揮命令に従い、取締役及び他の従業員からの指揮命令を受けないものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、綜研化学グループ倫理綱領において「あらゆる反社会的勢力からの不法・不当な要
求には応じず、一切の関係を遮断する。」と定めております。

　また、従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶に関する教育や所管警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力によ



る被害防止を図る取組みを進めております。更に「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力排除に
関する情報収集や各種外部研修への参加を実施し、万が一に備えた体制整備に努めております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点では当項目に記載すべき事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞

（１）決定事実・決算情報

　決定事実・決算情報については、取締役会決議後、速やかに情報取扱責任者に通知され、情報取扱責任者の指示のもとでIR・広報室がTDnet
による適時開示手続きを実施します。

（２）発生事実

　発生事実については、当該事実を把握した部門・子会社から経営管理部に報告することとしています。経営管理部は、当該事実の発生を代表取
締役 社長執行役員に報告し、適時開示情報に該当する場合は、情報取扱責任者の指示のもとでIR・広報室がTDnetによる適時開示手続きを実

施します。




